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総合教育センターだより 

 教職員にとって、子ども、保護者、同僚、地域関係者をはじめさまざまな人たちと良好なつながりを保つことは大

切です。また、個々の教職員の力を生かし学年や学校の組織として課題に対応していくことも大切です。 

 そのため総合教育センターでは教科・領域等に関わる実践的指導力を高める講座の他に、対人関係能力を高めるた

めの「コミュニケーション能力」と「チームマネジメント能力」についての講座を開設しています。 

 今年度の講座の様子の一部をご紹介します。受講されなかった方は是非、次年度以降に受講してみてください。 

 さまざまな価値観を持つ人々と人間関係を結び、

さらには課題について考え合い合意形成できること

は、教職員にとって必要な資質です。 

 たとえば、総合教育センターの「コーチン

グ」実践演習講座では、講義や演習を通 

して次のようなスキルを学びます。 

傾聴 

承認 

 傾聴とは、真心をもって、素直に、相手の

心の声を積極的に聴く姿勢のことです。 

 タイミングよく心をこめて認めたり、ほめ

たりすること。つまり、相槌（あいづち）を

打ったり相手の話す内容をなぞったりする

ことで共感を表現することです。 

 適切な問いかけによって、相手の中にある

答えを引き出すこと。講座では、特に拡大質

問（「どのようにして」「どうして」といった、

相手が自分自身の考えを振り返り、深められ

る広がりをもった質問）の仕方について学び

ます。 

 毎年かわっていく子どもや保護者をはじめ、内外の

環境の変化に対応しながら、教育目標を達成していく

ことが学校に求められています。そのためには、学校

の教育活動について、教職員一人一人が協働参画の意

識を高めることが大切です。今年度実施した「チーム

マネジメント能力」を高める講座の中には次のような

ものがあります。 

企業体験講座Ⅰ～Ⅲ 

教育法規演習講座 

 学校内と学校外の環境を分析することによって、人

的な能力や資源などを開発・活用し学校組織の活性化

を図る方法や目標づくりのポイントを学びます。 

 学校事故や保護者の苦情への対応など、学校に関わる

教育法規についての弁護士による講義、事例についての

演習を行います。 

 京都の伝統産業・先端産業の企業を会場に、生産現場の

見学、経営理念・組織マネジメントに関わる講義、自校の

学校運営についての研究協議などを行います。 

地域とともに歩む「学校内外環境分析」講座 

コーチング 

実践演習講座Ⅱ 

 

 10月17日（月） 

  実施(北部研修所） 

 

 ＜感想＞ 

  今日、学んだ「傾

聴・承認（コーチ

ングの理論・手法）を日々の実践の中でとり入れ、子ど

ものヤル気を引き出し、子どもが納得する生徒指導をし

ていきたい。 

また、このスキルを日常的に先生方に伝えていきたい。 

危機管理講座Ⅱ 
 

 10月7日（金）実施 

 （北部研修所） 

＜感想＞ 

  記者会見の模擬演習で

は、事象等の説明の仕方

など技術的なこと以上に

真摯に謙虚に対応するこ

と、また教育の専門家として信念と責任感を持つことが

大切であると思った。学校における危機管理・危機対応に

ついて再点検したい。 

質問 

センターマスコット センタ君 



 

小学校では４校に１校、中学校では４校に３校で「別室登校」 

  総合教育センターでは、昨年度、各学校の協力を得て、「別室登校」児童生徒の実態調査を行いました。（京

都市立、私立を除く府内全小中学校対象） その結果、小学校では63校（全学校数の25.8％、延べ111

人）、中学校では77校（77.8％、延べ340人）が「別室登校」として児童生徒を受け入れていることがわか

りました。また、分析の結果、「別室登校」が不登校児童生徒の教室復帰に効果があることも明らかになりま

した。 

 今年度も昨年度に続き、「別室」における児童生徒への教職員の効果的な関わり方に焦点を絞り、研究指定

市とともに調査研究を行っています。 

 今回の調査研究では、教職員だけでなく、「別室」を利用していた児童生徒やその保護者にもアンケート調

査を行い、校種や児童生徒の発達段階による効果的な関わり方をはじめ、学校現場での「別室」指導に役立

ててもらえるような内容で研究を進めています。研究結果は来春に公表する予定です。 

※ 昨年度の研究については今春、各校に配布された冊子「『別室登校』～別室登校児童生徒の実態把握と 

 支援の在り方～」（京都府教育委員会）をご覧ください。府教委のＨＰからもダウンロードできます。 

人権教育の充実のために 
 12月4日～10日は人権週間です。センターでは今

年度「人権教育講座Ⅰ・Ⅱ」を実施しました。人権教育

に関わっては文部科学省が「人権教育の指導方法等の

在り方について［第三次とりまとめ］」を公表し、指

導の改善・充実に向けた視点を示しています。その中

で、人権についての知識を学ぶとともに、人権感覚を

培うことの大切さが指摘されています。また、教科指

導、学級経営、生徒指導等あらゆる教育活動を通じて

人権尊重の視点からの学校づくりを進めることや、体

験的な人権学習を進めることの重要性も強調されてい

ます。 

 教職員自身には、人権尊重の理念を正しく理解し、

自らの人権意識の一層の高揚を図れるような校内研修

が求められています。 

 人権学習や校内研修では是非、下記の資料もご活用

ください。 

    校内での取組の募集！ 
 センターで学んだ講座内容を職場で広

く活用していただくため、「このようにし

て職場でみんなのものにしている」とい

う効果的で具体的な事例を、是非、お教え

ください。お寄せいただいた事例を「セン

ターだより」で紹介させていただきます。 

＜連絡先＞  

電 話 075-612-2950 
総合教育センター企画研究部へ 

お願いします。 

   【人権学習に関わる府教委作成資

料】 

・人権学習資料集（小学校編Ⅰ～Ⅲ、中学校編、 

                         高等学校編） 

教育相談部「別室登校」研究 

人権教育講座Ⅱ 
＜感想＞ 

   子どもの状況、子どもの学力を生活背景から捉え

直すことの大切さ、困難な課題のある子どもたちに

寄り添うことの大切さなど成山治彦先生（大阪教育

大）にご講演いただいた内容は、人権教育だけでな

く日常の教育の中で教師がもたなければならない視

点、取組であったと思います。改めて人権教育が教

育の原点であるとの認識を持ちました。 

10月4日（火）実施                   

（総合教育センター） 

 ＜メンタルヘルスひと口メモ＞ 

 

各校の人権教育の

状況について協議

し、ポスターセッ

ションで発表しま

した。 

「自分は大丈夫」と思っている人もストレスが過重になるとメン

タルヘルスの面で問題を抱えてしまいがちです。常日頃から自分

の体調や心の状態を感じとって、心身とも、よい状態を保てる自

己管理能力を身に付けることが大切です。判断力、決断力、思考

力が落ちたり、人に会うのが疲れたりしたときは、無理せずに、

のんびりする時間を持ちましょう。 

ストレスに対処しにくいときは、総合教育センター

教育相談部(申込先：mental@kyoto-be.ne.jp)や、

「教職員健康相談24」でも相談できます。 

  


